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利
用
料
減
免
額　

保
護
者
が
認
可

外
保
育
施
設
に
支
払
う
月
額
利
用

料
か
ら
認
可
保
育
所
に
入
所
し
た

場
合
の
保
育
料
を
差
し
引
い
た
額

（
上
限
あ
り
）

申
請
期
間　

随
時
受
け
付
け

※
申
請
の
翌
月
か
ら
補
助
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

申
請
方
法　

申
請
方
法
等
、
詳
し

く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
案

内
書
類
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

認
可
外
保
育
施
設
を
ご
利
用

の
多
子
世
帯
へ
の
保
育
料
助
成

事
業

問
保
育
課
管
理
係

☎  

内
線
３
６
０
２

認
可
外
保
育
施
設
を
利
用
し
て

い
る
多
子
世
帯
（
そ
の
他
要
件
あ

り
）
に
対
し
て
助
成
す
る
事
業
で
す
。

対
象
児
童　

多
子
世
帯
で
認
可
外

保
育
施
設
を
利
用
し
て
い
る
児
童
。

た
だ
し
、
就
学
前
の
児
童
す
べ
て

が
認
可
外
保
育
施
設
を
利
用
し
て

い
る
場
合
は
、
最
年
長
の
児
童
を

除
く
。

助
成
金
額

①
対
象
児
童
の
う
ち
最
年
長
の
児

童

月
額
3
千
円

②
対
象
児
童
の
う
ち
最
年
長
以
降

の
児
童

月
額
5
千
円
。

申
請
方
法　

申
請
方
法
や
対
象
と

な
る
お
子
さ
ん
の
詳
し
い
条
件
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
案
内
書

類
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

令
和
２
年
度
浦
添
市
育
英
会

奨
学
生
募
集

問
浦
添
市
育
英
会

☎  

内
線
６
０
１
２

受
付
期
間　

４
月
３
日（
金
）
〜
20

日（
月
）
午
前
９
時
〜
午
後
５
時（
正

午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

※
５
分
程
度
の
面
談
あ
り
。
電
話

で
日
時
を
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

募
集
詳
細　

募
集
要
項
参
照
。

市
役
所
７
階
教
育
総
務
課
窓
口
で

配
布
、
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
。

令
和
２
年
度
放
課
後
子
ど
も

教
室
募
集

問
社
会
教
育
推
進
課

☎  

内
線
６
０
６
３

募
集
対
象　

小
・
中
学
校
、
市
内

で
社
会
教
育
活
動
を
行
う
団
体
・

個
人

募
集
教
室
数

25
教
室
程
度

教
室
の
活
動
期
間　

５
月
１
日

（
金
）
～
令
和
3
年
２
月
28
日（
日
）

応
募
期
間　

４
月
６
日（
月
）
～
20

日（
月
）

応
募
方
法　

所
定
の
申
請
書
を
社

会
教
育
推
進
課
へ
提
出
。
申
請
書

は
社
会
教
育
推
進
課
窓
口
で
配
布
、

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
。

選
考
方
法　

書
類
審
査
後
、
承
認

書
を
交
付
し
ま
す
。

▲令和２年度
浦添市育英会     
奨学生募集

○
Ａ
Ｎ
Ａ
ま
じ
ゅ
ん
ら
ん
ど
浦
添

〈
生
き
い
き
体
操
教
室（
コ
グ
ニ
サ

イ
ズ
）〉

期
間　

週
１
回
の
５
か
月
間

費
用　

１
か
月
８
０
０
円

場
所　

名
嘉
村
ク
リ
ニ
ッ
ク
Ｈ
Ｓ

Ｒ
ビ
ル

第
十
一
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求

問
福
祉
総
務
課

☎  

内
線
３
５
７
１

　

戦
没
者
の
遺
族
に
対
す
る
第
十

一
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
が
令
和

２
年
４
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
ま

す
。
市
で
は
前
回
請
求
し
た
人
に

は
、
５
月
中
旬
に
案
内
通
知
の
郵

送
を
行
い
、
受
け
付
け
を
５
月
下

旬
か
ら
順
次
行
う
予
定
で
す
。
請

求
者
に
よ
っ
て
提
出
書
類
が
異
な

り
ま
す
の
で
、
案
内
通
知
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。
対
象
に
な
る
か
不

明
な
人
は
福
祉
総
務
課
に
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

子
育
て
・
教
育

認
可
外
保
育
施
設
を
利
用
し

て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
等
へ
の

保
育
施
設
利
用
料
補
助
事
業

問
保
育
課
管
理
係

☎  

内
線
３
６
０
２

　

認
可
外
保
育
施
設
を
利
用
か
つ

補
助
要
件
を
全
て
満
た
す
、
ひ
と

り
親
家
庭
等
の
児
童
の
保
育
料
を

一
部
減
免
し
ま
す
。

※
浦
添
市
認
可
外
保
育
施
設
利
用

料
多
子
軽
減
助
成
事
業
と
の
併
給

は
で
き
ま
せ
ん
。

介
護
予
防
教
室
参
加
者
募
集

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課

☎  

内
線
３
５
３
１
〜
３
５
３
４

　

５
月
か
ら
介
護
予
防
教
室
を
開

催
し
ま
す
。
教
室
に
よ
り
、
開
催

日
時
や
場
所
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　

市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の

人
で
、
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な

い
人
、
初
め
て
の
人
を
優
先
。

申
込
方
法　

い
き
い
き
高
齢
支
援

課
へ
電
話
で
仮
予
約
後
、
窓
口
に

て
申
込
書
を
記
入
。

そ
の
他　

各
教
室
定
員
に
達
し
次

第
受
け
付
け
終
了
し
ま
す
。
筋
ト

レ
・
水
中
運
動
教
室
に
つ
い
て
は

教
室
参
加
の
前
に
４
月
21
日（
火
）

の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
参
加

し
て
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
教
室
の
開
催
期

間
等
が
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

〈
生
き
い
き
貯
筋
く
ら
ぶ（
筋
ト

レ
）〉

期
間　

週
２
回
の
２
か
月
間

費
用　

１
か
月
１
６
０
０
円

場
所

○
ワ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
グ
沖
縄

○
メ
デ
ィ
カ
ル
ジ
ム
Ｖ
Ｉ
Ｖ
Ｉ
Ｄ

○
カ
ー
ブ
ス
浦
添
宮
城
、
浦
添
バ
ー

ク
レ
ー
、
マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
伊
祖

（
カ
ー
ブ
ス
は
女
性
専
用
）

〈
い
ま
い
ゆ
く
ら
ぶ（
水
中
運
動
）〉

期
間　

週
２
回
の
２
か
月
間

費
用　

１
か
月
１
６
０
０
円

場
所

○
Ｊ
Ｓ
Ｓ
浦
添
ス
イ
ミ
ン
グ
ス

ク
ー
ル

取
っ
手
付
ご
み
袋
の
販
売

問
環
境
保
全
課

☎  

内
線
３
２
１
１

　

結
び
や
す
く
運
び
や
す
い「
取
っ

手
付
ご
み
袋
」
の
販
売
を
開
始
し

ま
す
。

種
類
・
サ
イ
ズ　

も
え
る
ご
み
袋
・

中
サ
イ
ズ

料
金

一
袋（
10
枚
入
り
）2
2
0
円

販
売
開
始
日　

７
月
１
日（
水
）

清
明
祭
時
の
墓
地
の
清
掃

問
環
境
保
全
課

☎  

内
線
３
２
１
５

●
お
墓
を
き
ち
ん
と
管
理
し
て

い
ま
す
か

　

墓
地
の
所
有
者
お
よ
び
管
理
者

に
は
墓
地
の
清
掃
、
安
全
管
理
の

徹
底
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

清
明
祭
、
七
夕
な
ど
の
行
事
の
際

に
は
墓
地
の
清
掃
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
壁
な
ど
が
倒
壊
す
る

お
そ
れ
の
あ
る
場
合
は
対
策
を
お

願
い
し
ま
す
。

●
市
民
の
皆
さ
ん
へ
お
願
い

　

墓
地
を
造
成
す
る
際
に
は
、
市

の
許
可
が
必
要
で
、
手
続
き
の
中

で
看
板
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
無
許
可
で
墓
地
を
造
成

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
墓
地
を
発

見
し
た
場
合
は
、
環
境
保
全
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

「浦添市施設型共同墓」の

使用者募集

　納骨室と合葬室を備えた新しい形態の公営墓です。建物自体
が一つの大きなお墓となっており、市が将来にわたって管理し
ていくため「お墓がない」「お墓を継ぐ人がいない」という人で
も安心して利用することができます。

「浦添市施設型共同墓」とは…

56,000 円
80,000 円
160,000 円
98,000 円
138,000 円
265,000 円
30,000 円

１壇に
つき

６年
12年
32年
６年
12年
32年
永年

１体用
納骨壇

2体用
納骨壇

施設型
共同墓

墓園施設 区　分 単　位 使用期間 使用料

合葬室（直葬） 1体につき

納
骨
室

1. 納骨室の使用期間が経過した後は、合葬室へ埋蔵します。
2. 納骨室の使用料には、合葬室の使用料も含まれています。

【問い合わせ】
環境保全課（内線 3215）

※環境保全課で募集要項、申込書を配布しています。

①浦添市に住所を有する人（または死亡時に浦添市民であった
者の焼骨を埋蔵する人）
②祭祀を主宰する人
③焼骨を所持している人（生前予約は除く）
◆合葬室および２体用納骨壇（焼骨を1体埋蔵する人に限る）に
ついては、以下の要件を満たせば、生前に申し込みすることも
可能です。
①浦添市に住所を有する人
②自己の使用を目的とすること
③申請時の年齢が65歳以上であること（合葬室）

施設型共同墓 ２体用納骨壇

●納骨室…焼骨を合葬室に共同埋蔵する前に６年間、12年間ま
たは32年間、１体用もしくは２体用の納骨壇に埋蔵する施設で
す。２体用については、焼骨を１体埋蔵することで、将来ご自身
のために確保しておくこともできます。
●合葬室…複数の焼骨を共同で埋蔵する施設です。個人やご夫
婦等で生前に申し込むことも可能です。
●参拝室…納骨や回忌法要時に利用できる施設です。（要予約）
●共同参拝所…香炉や花瓶等を備えた場所で５組が同時に参
拝することができます。

■使用料金

■使用資格

使用料（合葬室分）納付

使用料（2体用納骨壇分）納付

10年

合葬室にて合葬

埋蔵予定

夫の焼骨

夫の焼骨 妻の焼骨

妻
（埋葬予定）

焼骨

生存（10年間）

夫の焼骨を埋蔵

妻（申込者）死亡

妻の焼骨は、夫の焼骨と
同じ納骨壇で24年間埋蔵

骨壷から1体ずつ納骨袋に移しかえ、
夫婦ともに合葬室に合葬します。

妻生存（8年間）

死　亡

許可日

8年

32年

許可日

使用例 生前予約（合葬室）※65歳以上が条件

生前に自己の焼骨の埋蔵を目的として本人が申し込み、許可を受けた日から
10年後にその本人が亡くなった場合

使用例 生前予約（2体用納骨壇）※焼骨を1体埋蔵することが条件

夫婦用として、ご健在である妻が申込者として2体用32年の許可を受け、
夫の焼骨を埋蔵し、許可日から8年後に妻が亡くなった場合。

親族、知人等に
焼骨の納骨を依頼

依頼していた親族、
知人等による納骨

市が永年管理

市が永年管理

▲取っ手付きごみ袋




